
全建労発第 36 号 

令和元年８月 22 日 

 

各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長   近 藤 晴 貞 

〔 公 印 省 略 〕  

 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会施設工事における 

熱中症予防も含めた労働安全衛生対策の徹底について 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、熱中症予防対策については、全建労発第 65 号「平成 31 年「STOP！熱

中症 クールワークキャンペーン」の実施について」（平成 31 年３月８日付）及

び、全建労発第 35 号「８月以降における熱中症予防対策の徹底について」（令

和元年８月９日付）において、周知を図ってきたところです。 

 しかしながら、８月８日に 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大

会施設工事において、熱中症が原因と考えられる死亡事故が発生いたしました。 

 これを受けて、厚生労働省より改めて、熱中症予防を含めた労働安全衛生対

策を求め、別添のとおり、周知徹底の依頼がありました。 

 つきましては、別添にあります熱中症予防対策を含めた労働安全対策がより

一層徹底されますよう、貴協会会員への周知についてご協力方お願い申し上げ

ます。 

 

以上 

（担当：労働部 吉田） 






